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十日町地区景観・まちづくり協議会

令和元年１０月１５日（火）中部地区公民館において、十日町地区景観・
まちづくり協議会の未来会のメンバーを中心としたワーキングを開催し、景
観ガイドライン作成における第１回目の検討会を行いました。

十日町地区景観ガイドライン第１回ワーキングについて

景観ガイドラインの目的について

城下町・温泉町・宿場町としての風情を維持し高めていくために、
地区の再生を図りながら歴史的建造物と現代の町並みが調和する街
道沿いの景観形成を目指すものです。
ガイドライン自体には法的な強制力はなく自主的なルールである

からこそ、地区民一人ひとりの想いが将来へと引き継がれていくも
のであります。
このガイドラインをきっかけに、再度十日町地区の景観について

考える機会になればと思っております。

ワーキングメンバーについて

上・中・下十日町地区会長と十日町未来会のメンバーで構成された１７
名に地元建築士等の事務局４名を含めた計２１名で活動してまいります。

建物の高さや、色彩、屋根の形状等について城下町としての
景観形成の基準を設けることにより、まちなみの統一を図って
いきます。

内 容

地域の景観特性を理解し、①調和すること②活かすことを考える⇒

周辺景観に配慮した例

十日町地区景観・まちづくり協議会が発足して１２年が経ち、これまで
景観に関する先進地視察や勉強会等を行ってきました。今年度の５月の総
会にて「景観ガイドライン作成の検討を進める」ことに承認を得たので、
これまでの活動を活かしながら十日町地区の「保存・活用・再生」のため
に地区の自主的なルール作りに励んでまいります。来年度の総会で承認を
得られるよう、ワーキングでの検討を進めてまいります。

第１回ワーキングの様子

隣組回覧



[担当] 上山市 建設課 都市計画係
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【対象者】
左面の対象路線に面した建物の増築、改築、修繕又

は模様替えを行う方（建築等に要する費用が１戸当

たり５０万円以上の事業）で、下記の①～⑤を全て

満たす方が対象です。

①その年度の３月末日までに、事業完了届を提出で
きる方

②市民税等を滞納していない方

③同一箇所（同じ建物であっても、同一箇所（面）
でなければ可）の建築等において市が実施する他
の制度による補助等を受けていない方

④その年度においてこの補助金の交付を受けたこと
がない方

⑤本制度の対象としている工事内容又は購入内容と
補助金の対象が同一で、国費が充当されているま
たは地方公共団体からの補助金を受けたことがな
い方

※その他詳細については上山市ＨＰに掲載しており
ます。

城下町のまち並みに合わせ、外観改修をしてみませんか？

上山市では城下町、宿場町及び温泉町としての特色あるまち並みを形

成し、中心市街地の振興を図るために建物のファサード（外観）改修

を行う際に補助金を交付しています!!

【上山市ファサード改修事業費補助金】

隣組回覧

上山市から最大100万円補助!!

 

      対象路線 

     事業箇所 

 《対象路線とこれまでの取組》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厩戸 さん

松本薬局 さん

尾形写真店 さん

名人のゆ さん

下大湯公衆浴場 さん

石井伊惣治商店 さん

１０月に湯町地区の店舗
において１件事業が完了し
ました。
今後十日町地区において

もファサード改修してみた
い方、興味のある方、ご質
問のある方、相談等ありま
したら気軽に担当者へご連
絡ください。

散髪処さくらだ さん（湯町地区）NEW! ※位置

実施前 実施後


